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休日（昼間）９時から18時まで

平日（夜間）18時から22時まで 平日（夜間）18時から22時まで

休日（夜間）18時から22時まで
日

日 日

内　　　科
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外　　　科 内　　　科 外　　　科
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休日の当番病医院

平日夜間の当番病医院

　　　　　　　運動の期間中、市では「火の用
　　　　　　心」のぼりの設置、車両等による
広報、チラシの配布などを行っています。
　山林火災予防に、ご理解とご協力をいただき
ますようお願いいたします。

平成24年全国山火事予防運動統一標語

　全国一斉に「春の火災予防運動」が実施され
ます。この運動は、火災が発生しやすい時季を
迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を
図ることで、火災の発生を防止し、火災による
死傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的と
して毎年実施されています。

▲ 2011年度全国統一防火標語
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